
�愛媛県規則第４号
育成医療の給付等に要する費用の支払命令又は徴収に関す

る規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

育成医療の給付等に要する費用の支払命令又は徴収に

関する規則の一部を改正する規則

育成医療の給付等に要する費用の支払命令又は徴収に関す

る規則（昭和６２年愛媛県規則第２１号）の一部を次のように改

正する。

別表第１備考２中「社会保険各法」を「医療保険各法」に

改め、同表注１中「附則第５条第２項」を「附則第５条第３

項」に改め、同表注２中「（昭和３２年法律第２６号）」の下に

「、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び

法人税の負担軽減措置に関する法律（平成１１年法律第８号）

」を加え、同表注２�中「第２項」の下に「並びに第４１条の
２」を加える。

別表第２備考２中「社会保険各法」を「医療保険各法及び

結核予防法」に改め、同表注１中「附則第５条第２項」を「

附則第５条第３項」に改め、同表注２中「、租税特別措置法

」の下に「、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所

得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律」を加え、同表

注２�中「第２項」の下に「並びに第４１条の２」を加え、同
表注２�中「（平成１０年法律第２３号）」を削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県規則第５号
愛媛県内水面漁業調整規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県内水面漁業調整規則の一部を改正する規則

愛媛県内水面漁業調整規則（昭和４２年愛媛県規則第２９号）

の一部を次のように改正する。

第２９条第１号ア中「上浮穴郡久万町大字下畑野川」を「上

浮穴郡久万高原町下畑野川」に改め、同号イ中「上浮穴郡久

万町」を「上浮穴郡久万高原町」に改め、同条第３号ア中「

周桑郡小松町大字石鎚」を「西条市小松町石鎚」に改め、同

条第４号ア中「周桑郡丹原町大字楠窪」を「西条市丹原町楠

窪」に改め、同号イ中「周桑郡丹原町大字明河」を「西条市

丹原町明河」に改め、同号ウ中「温泉郡川内町大字滑川」を

「東温市滑川」に改め、「から」の下に「同市滑川」を加え

、同条第５号ア中「北宇和郡日吉村」を「北宇和郡鬼北町」

に改め、「から」の下に「同橋下流端より」を加え、同号イ

からオまでの規定中「北宇和郡広見町」を「北宇和郡鬼北町

」に改め、同条第６号ア中「越智郡玉川町大字鬼原」を「今

治市玉川町鬼原」に改め、同号イ中「越智郡玉川町大字竜岡

上」を「今治市玉川町竜岡上」に改める。

第３０条の表禁止区域の欄中「東予市」を「西条市」に、「
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告 示
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西条市」を「同市」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第３１３号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり宇和島地区広域事務組合を組織する地方

公共団体の数の減少及び同組合の規約の変更を許可した。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少等の内容

� 減少内容

組合を組織する地方公共団体のうち、広見町及び日吉

村が合併し鬼北町となることに伴い、平成１７年１月１日

から組合を鬼北町及び他の地方公共団体が組織する一部

事務組合とするため、組合を組織する地方公共団体の数

を減少させる。

� 変更事項

組合を組織する地方公共団体から広見町及び日吉村を

削り、鬼北町を加えるなど、所要の変更を行う。

２ 減少等の年月日

平成１７年１月１日

３ 減少等の許可年月日

平成１６年１２月２８日

�������
�愛媛県告示第３１４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり松山衛生事務組合を組織する地方公

共団体の数の増減を許可した。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減内容

市町村合併により発足した砥部町を組合に加入させる。

２ 増減年月日

平成１７年１月１日

３ 増減許可年月日

平成１７年１月１日

�������
�愛媛県告示第３１５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり松山衛生事務組合の規約の変更を許

可した。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

市町村合併により、平成１６年１２月３１日をもって砥部町を

組合から脱退させるとともに、平成１７年１月１日から砥部

町を組合に加入させること並びに松山市が北条市及び中島

町を編入すること等に伴い、経費の負担割合を改めるなど

、所要の変更を行う。

２ 規約変更年月日

平成１７年１月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１７年１月１日

�愛媛県告示第３１６号
愛媛県青少年保護条例（昭和４２年愛媛県条例第２０号）第５条第２項の規定に基づき、次の図書類等を青少年の健全な育成を

阻害するおそれのある図書類等として指定する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

図書類等

種 別 番 号 名 称 号別又は発行
年月日 発 行 者 諮 問 の 理 由

雑誌 １６‐０９３ いたずら天使 ２月号増刊 � 一 水 社 著しく性的感情を刺激し、又は

著しく粗暴性残虐性を有し、青

少年の健全な育成を阻害するお

それがある。

〃 １６‐０９４ ニャン２倶楽部 ３ 月 号 � コ ア マ ガ ジ ン

〃 １６‐０９５ プルプル姫 ３月号増刊 � 光 彩 書 房

〃 １６‐０９６ 隣人の妻 ３ 月 号 � 司 書 房

〃 １６‐０９７ ＧＲＥＡＴギャオス ＶＯＬ．４ ２月号増刊 � 東 京 三 世 社

〃 １６‐０９８ ブラックマンバ ＶＯＬ．０１ ２月号増刊 � 東 京 三 世 社

〃 １６‐０９９ イマドキガールズ ＰＲＩＶＡＴＥ Ｖｏｌｕｍ
ｅ：０１ ２月号増刊 マ イ ウ ェ イ 出 版 �

愛 媛 県 報平成１７年２月８日 第１６３１号
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�愛媛県告示第３１７号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１８号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１９号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

〃 １６‐１００ ぷちぷる Ｖｏｌ．３ マ イ ウ ェ イ 出 版 �

〃 １６‐１０１ プリギャル Ｖｏｌｕｍｅ．０９ ２月増刊号 マ イ ウ ェ イ 出 版 �

〃 １６‐１０２ ビビッと！！ ｖｏｌ．１ ２月号増刊 � Ｍ ａ ｘ
ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

〃 １６‐１０３ 人妻遊び 熟れせん ｖｏｌ，３０ ２ 月 号 � ユ ニ 報 創

〃 １６‐１０４ ＲｉＮ ２ 月 号 � 茜 新 社

〃 １６‐１０５ 和服エロス ｖｏｌ．１ ２月号増刊 � 茜 新 社

〃 １６‐１０６ コミック メガストア ３ 月 号 � コ ア マ ガ ジ ン

〃 １６‐１０７ 漫画 美熟女物語 ＮＯ，６ ２ 月 号 � 大 洋 書 房

ビデオ
テープ １６‐１０８ 愛情絵日記 野村祐 ｉｙ－０２ ｃｈａｎｎｅｌ Ｖ

〃 １６‐１０９ 実録素人生撮り倶楽部（仮名）小林未来 ＺＮＳＣ－０３ 東 京 素 人 画 報

〃 １６‐１１０ ストリートＦＵＣＫ！ 街角ガールＧＥＴ＆ＦＵ
ＣＫ！！ ＮＰＤ－０３ ナ ン パ 道

〃 １６‐１１１ ブルマでぷるるん 由月りほ ＰＵＲ－０１ Ｏ Ｎ Ｅ Ｍ Ａ Ｋ Ｅ

〃 １６‐１１２ 僕のおねだりロリ☆ペット 早川みさき ＢＯＮ－０２ Ｅ ｒ ｏ ｔ ｉ ｃ ａ ｌ

〃 １６‐１１３ ＣｕｍＰｏｔ ｖｏｌ．１ ～びしょ濡れハメリ
カン・ビューティーズ～ ＳＥＰ－０１ Ｓ Ｅ Ｘ Ｐ Ｏ

ＤＶＤ １６‐１１４ セルフレポート＃５ 松島かえで ＤＶ－４０５ ジャパンホームビデオ�

〃 １６‐１１５ 横山あさ美を４人の監督が「カワイく�プロデュ
ース！！」

ＦＥＤＶ
－２８４ �エフ・イー・メタル

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１７０１１１ 社会福祉法人来島会 今治市登畑甲３４５番
地１ 越 智 一 博 児童居宅介護 ホームヘルプ事業部

凛
今治市室屋町一丁目
１－８

平成１７年
１月３１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１８１１１０ 社会福祉法人来島会 今治市登畑甲３４５番
地１ 越 智 一 博 身体障害者居

宅介護
ホームヘルプ事業部
凛

今治市室屋町一丁目
１－８

平成１７年
１月３１日

愛 媛 県 報平成１７年２月８日 第１６３１号
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�愛媛県告示第３２１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１９条の２第

１項の規定に基づき、次のとおり更生医療を担当させる医療

機関を指定した。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３２２号
八幡浜市南部土地改良区は、土地改良法（昭和２４年法律第

１９５号）第７２条第２項の規定により、八幡浜市土地改良区と

合併したので平成１７年２月１日解散した。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００２０８１１０ 社会福祉法人来島会 今治市登畑甲３４５番
地１ 越 智 一 博 知的障害者居

宅介護
ホームヘルプ事業部
凛

今治市室屋町一丁目
１－８

平成１７年
１月３１日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢体不自由・ぼうこう又は直
腸機能障害 外 科 医療法人弘友会

加戸病院 加 戸 秀 一 大洲市若宮５４８番地 平成
１７年２月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 愛媛県立新居浜病
院 新 居 大 新居浜市本郷三丁目１番１号 〃

心 臓 機 能 障 害 心臓血管外科 愛 媛 労 災 病 院 林 雅 規 新居浜市南小松原町１３番２７号 〃

聴覚・平衡・音声、言語又は
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科 市立宇和島病院 大河内 喜 久 宇和島市御殿町１番１号 〃

肢体不自由・ぼうこう又は直
腸・小腸機能障害 外 科 瀬 戸 内 海 病 院 石 田 数 逸 今治市北宝来町二丁目４番地９ 〃

肢 体 不 自 由 小 児 科 愛媛県立新居浜病
院 岡 本 健太郎 新居浜市本郷三丁目１番１号 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸機能障害 内 科

医療法人仁明会
内科・消化器科羽
鳥病院

羽 鳥 重 明 今治市南宝来町三丁目２番地３ 〃

〃 〃 〃 羽 鳥 かおる 〃 〃

肢 体 不 自 由 〃 松 前 病 院 小 倉 康 博 伊予郡松前町筒井１５９２－１ 〃

聴覚・平衡・音声、言語又は
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科

国立大学法人愛媛
大学医学部付属病
院

菰 淵 勇 人 東温市志津川 〃

名 称 所 在 地
担当すべき医療
の種類

指 定
年 月 日

さくら薬局今治店 今治市共栄町二丁
目２－１

平成１７年
２月１日

愛 媛 県 報平成１７年２月８日 第１６３１号

１４８
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�愛媛県告示第３２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 河中平井停車場線
松山市北梅本町甲２９７７番４から

同町甲２９６０番４まで

旧 ４．０～６．０ ０．０５０

新 ４．０～６．０
６．０～１０．５

０．０５０
０．０５５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 河中平井停車場線
松山市北梅本町甲２９７７番４から

同町甲２９６０番４まで
平成１７年２月８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡久万高原町西谷字小村１０６４５番２から

同字１０６４８番２まで

旧 ４．８～２９．０ ０．０５５

新 １０．０～２９．０ ０．０５５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡久万高原町西谷字小村１０６４５番２から

同字１０６４８番２まで
平成１７年２月８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡久万高原町柳井川字永野４５６２番３から

同字４５７２番地先まで
平成１７年２月８日

愛 媛 県 報平成１７年２月８日 第１６３１号

１４９
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�愛媛県告示第３２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大平砥部線
伊予郡砥部町外山８８番から

同町外山３１番１まで

旧 ４．５～１１．４ ０．１８６

新 ５．８～３０．０ ０．１８６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
西予市野村町旭２５５番２から

同町旭２８６番２まで
平成１７年２月８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
西予市野村町野村１６号３１番２から

同町野村１７号７番５まで
平成１７年２月８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島下波津島線
宇和島市下波２６５６番から

同市下波２６１６番まで
平成１７年２月８日

愛 媛 県 報平成１７年２月８日 第１６３１号

１５０
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�愛媛県告示第３３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛津島線
北宇和郡津島町大字御内２６４９番地先から

同大字２６４８番地先まで

旧 ５．４～８．４ ０．１４５

新 １７．３～３７．８ ０．１４５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛津島線
北宇和郡津島町大字御内２６４９番地先から

同大字２６４８番地先まで
平成１７年２月８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛津島線 北宇和郡津島町大字御内字道ノ川国有林２０林班ろ小班
地先

旧 ５．１～９．４ ０．１１０

新 １７．１～２７．６ ０．１１０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛津島線 北宇和郡津島町大字御内字道ノ川国有林２０林班ろ小班地先 平成１７年２月８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛津島線
北宇和郡津島町高田甲２１３４番２から

同町高田甲７９３番１まで

旧 １６．０～３４．６
１０．０～３９．２

０．１２５
０．１３０

新 １６．０～３４．６ ０．１２５

愛 媛 県 報平成１７年２月８日 第１６３１号

１５１
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�愛媛県告示第３３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３４１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛津島線
北宇和郡津島町高田甲２１３４番２から

同町高田甲７９２番２まで
平成１７年２月８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 後柿之浦線
北宇和郡津島町大字須下字反田１６７番４から

同字１６７番１０まで
平成１７年２月８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡愛南町武者泊６５１番１地先から

同町武者泊６５１番３まで

旧 ４．４～９．２ ０．１６５

新 ８．７～３６．２ ０．１５３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡愛南町武者泊６５１番１地先から

同町武者泊６５１番３まで
平成１７年２月８日

愛 媛 県 報平成１７年２月８日 第１６３１号

１５２



公 告
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�愛媛県告示第３４２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予市下吾川字北西原１９６９番１４及び１９６９番１５

２ 申請人の住所氏名

松山市久万ノ台乙２５１番地１３

新日本ハウス株式会社

代表取締役 上甲 修三

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第３４３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予市下吾川字南西原１５９２番３及び１５９２番４

２ 申請人の住所氏名

松山市清住二丁目１０９２番地５

株式会社清友

代表取締役 山本 守厚

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第３４４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

西宇和郡保内町宮内１番耕地２２５番１及び２２５番３

２ 申請人の住所氏名

大阪市北区大淀中一丁目１番８８号

積水ハウス株式会社

代表取締役 和田 勇

３ 図面省略

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県漁業取締船用燃料の購入

� 購入物品名及び予定数量

軽油（免税・ＪＩＳ Ｋ２２０４ ２号）

約７１６，０００リットル

� 購入物品の内容等

入札説明書による。

� 納入期間

平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで

� 納入場所

松山港及び宇和島港の愛媛県漁業取締船桟橋又は愛媛

県が指定する愛媛県海域

� 入札方法

入札金額は、１リットル当たりの単価で記載すること

。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「石油・燃料類」について

平成１６年度及び平成１７年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者のうち、次

の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 仕様書に定める納入期日に確実に納入できる体制が整

備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課用品調達係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２１５６

� 入札書の受領期限

平成１７年３月２４日（木）午後２時

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６松局伊土検（開）第４５号

平成１７年１月２７日
伊予市上吾川字向井甲９７４番１

伊予市上吾川字９７３番地１
山 田 恭 司

１６松局伊土検（開）第４６号

平成１７年１月２７日
伊予郡松前町大字恵久美字町田５４６番７

松山市土居田町５８番地１
コーポラス砂山６０５号
谷 口 広
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� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１７年３月２４日（木）午後２時

愛媛県総務部管理局総務管理課入札室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be purchased：
Light Oil（tax exempted，JIS K２２０４�２）approximately
７１６，０００�
� Time limit of tender：２：００p．m．，２４March２００５
� For further information，please contact： Supplies
Procurement Section，General Administration Division，
General Affairs Department，Ehime Prefectural
Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime
７９０―８５７０ Japan
TEL０８９―９１２―２１５６

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

ネットワークシステム運用管理業務の委託

� 委託業務名及び数量

庁内ＬＡＮシステム運用管理業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

知事が指定する場所

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１６

年度及び平成１７年度の製造の請負等に係る一般競争入札に

参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度のネットワークシステム運用管理業

務の実績を有し、委託業務について、適切かつ迅速に履

行し得る体制が整備されていることを証明した者である

こと。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県企画情報部管理局情報政策課ネットワーク運営

係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２８９

� 入札書の受領期限

平成１７年３月２８日（月）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１７年３月２８日（月）午後２時

愛媛県庁第二別館５階第７会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、委託業務を履行できることを証明する書類を添

付して、入札書の受領期限までに提出しなければならな

い。
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なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であっ

て、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入

札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the service to be rendered：
Operation management service for Administrative Affairs
Local Area Network，１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，２８March２００５
� For further information，please contact： Network
Management Section，Information Policy Division，
Administrative Subdepartment，Planning and Information
Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２
Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan
Tel０８９―９１２―２２８９
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

ネットワークシステム運用管理・保守業務の委託

� 委託業務名及び数量

愛媛情報スーパーハイウェイネットワークシステム運

用管理・保守業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

知事が指定する場所

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１６

年度及び平成１７年度の製造の請負等に係る一般競争入札に

参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度のネットワークシステム運用管理・

保守業務の実績を有し、委託業務について、適切かつ迅

速に履行し得る体制が整備されていることを証明した者

であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県企画情報部管理局情報政策課ネットワーク運営

係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２８９

� 入札書の受領期限

平成１７年３月２８日（月）午前１０時

� 入札説明書の交付方法

�に揚げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１７年３月２８日（月）午前１０時

愛媛県庁第二別館５階第７会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、委託業務を履行できることを証明する書類を添

付して、入札書の受領期限までに提出しなければならな

い。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であっ

て、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入

札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。
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５ Summary
� Nature and quantity of the service to be rendered：
Operation management and maintenance service for
Ehime Information Super Highway Network System，
１ set
� Time limit of tender：１０：００ a．m．，２８March２００５

� For further information，please contact： Network
Management Section，Information Policy Division，
Administrative Subdepartment，Planning and Information
Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２
Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan
Tel０８９―９１２―２２８９

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年１月２７日 ＮＰＯ法人
総合就職支援パワフルワーク 山 内 繁 松山市枝松六丁目１１番２７号 この法人は、就職を希望する県下不特定多

数の個人・団体に対して、職業能力開発事
業・就職支援事業・職業紹介事業を行い、
より高度な職業能力を習得した人材を輩出
し、授業者に最適な職場の選択を支援し、
我々の事業に賛同してくれる企業の協力を
得て紹介を行うことにより就職率を上げ、
最終的に社会全体の利益の増進に寄与する
ことを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年１月２８日 特定非営利活動法人
かわうそ復活プロジェクト 岩 田 功 次 愛媛県八幡浜市布喜川甲５９５番

地１５
この法人は、不特定かつ多数の人に対して
、自然観察会・環境学習・研究発表・シン
ポジウム等を通し、自然環境保全の必要性
の啓蒙と理解を促進し、社会教育の推進・
環境保全・子供の健全育成などを図り、ひ
いては、公益増進・地球の環境保全に寄与
することを目的とする。

平成１７年２月８日 印刷
平成１７年２月８日 発行
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